
　　　　　　破産・個人再生事件の手続費用一覧 （令和７年１１月１日以降）

申 立 手 数 料 （ 貼付印紙額 ）　　

予 納 郵 券 基 準 表　　 ※　債権者数の多い事件などでは，変更されることがあります。

債権者２０名まで 債権者２１～４０名

－ － 4 4 －

－ 1 1 － －

30 30 30 60 ２０＋債権者数×２

－ － 2 － －

20 20 20 40 20

３，５００円 ３，６８０円 ５，８８０円※１ ９，０００円 ２，４００円＋α

予  納  金  基  準  表

官報公告費用

１１，８５９円

１８，５４３円

１４，７８６円

１５，１２０円

（ 特　定　管　財 ）

自　然　人 法　　　　人

　５０万円 　７０万円

　　５０００万円以上　　　　１億円未満 　８０万円 １００万円

　　　　　１億円以上　　　　５億円未満 １５０万円 ２００万円

　　　　　５億円以上　　　１０億円未満 ２５０万円 ３００万円

　　　　１０億円以上　　　５０億円未満

　　　　５０億円以上　　１００億円未満

　　　１００億円以上　　２５０億円未満

　　　２５０億円以上　　５００億円未満

　　　５００億円以上　１０００億円未満

１８０円

１１０円

７００万円
＊負債総額１０００億円以上の場合は予納
金は１０００万円以上

８００万円

１０００万円　

４００万円

１０００億円以上 　　１０００万円以上

同　　　 　 時　  　　　廃  　　　　止 －

５００万円

管

財

一般管財
自 　    然       人 　　　　２０万円～(※)　　　　　　　

※　この金額は，申立書類の内容や想
定される管財業務等を勘案した結果に
より増額される場合があります。法　 　　　　 　   人

特　　　　定　　　　管　　　　財
（ 　債　 権　 者　 申　 立　 等　 ）

（ 下表のとおり ）

個　　人　　再　　生 －

負　　　　　債　　　　　総　　　　　額

５０００万円未満

個人自己破産及び免責申立て　　　　　１，５００円　　　　　　　法人自己破産申立て　　　１，０００円

債権者破産申立て　　　　　　　　　　　 ２０，０００円　　　　　　　個人再生申立て　　　　　１０，０００円

管財手続費用

自　 己 　・ 　準 　自 　己
債権者申立

＊管財事件の債権者４１名以上については、※１の額に債権者１０名単位で５００円×２、１００円×１（１１００円）を追加。
例）債権者４１名～５０名　５８８０円＋１１００円＝６９８０円、５１名～６０名　５８８０円＋１１００円×２＝８０８０円

切　　　　手 同時廃止

管　　　　　　　財

個人再生

１００円

１０円

合　　　　　計

５００円
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	９．２７以降 

